
議案第４０号資料 

鶴ヶ島市都市計画税条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

附 則 附 則 

１ 略 １ 略 

（法附則第１５条第１４項の条例で定める割合） （法附則第１５条第１５項の条例で定める割合） 

２ 法附則第１５条第１４項に規定する市町村の

条例で定める割合は、５分の３（都市再生特別措

置法（平成１４年法律第２２号）第２条第５項に

規定する特定都市再生緊急整備地域における法

附則第１５条第１４項に規定する市町村の条例

で定める割合は、２分の１）とする。 

２ 法附則第１５条第１５項に規定する市町村の

条例で定める割合は、５分の３（都市再生特別措

置法（平成１４年法律第２２号）第２条第５項に

規定する特定都市再生緊急整備地域における法

附則第１５条第１５項に規定する市町村の条例

で定める割合は、２分の１）とする。 

（法附則第１５条第３２項の条例で定める割合） （法附則第１５条第３３項の条例で定める割合） 

３ 法附則第１５条第３２項に規定する市町村の

条例で定める割合は、３分の１とする。 

３ 法附則第１５条第３３項に規定する市町村の

条例で定める割合は、３分の１とする。 

（法附則第１５条第３３項の条例で定める割合） （法附則第１５条第３４項の条例で定める割合） 

４ 法附則第１５条第３３項に規定する市町村の

条例で定める割合は、３分の２とする。 

４ 法附則第１５条第３４項に規定する市町村の

条例で定める割合は、３分の２とする。 

（法附則第１５条第３８項の条例で定める割合） （法附則第１５条第３９項の条例で定める割合） 

５ 法附則第１５条第３８項に規定する市町村の

条例で定める割合は、３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第３９項に規定する市町村の

条例で定める割合は、３分の２とする。 

（法附則第１５条第４３項の条例で定める割合） （法附則第１５条第４４項の条例で定める割合） 

６ 法附則第１５条第４３項に規定する市町村の

条例で定める割合は、４分の３とする。 

６ 法附則第１５条第４４項に規定する市町村の

条例で定める割合は、４分の３とする。 

７～１８ 略 ７～１８ 略 

（読替規定） （読替規定） 

１９ 法附則第１５条第１項、第９項、第１３項か

ら第１７項まで、第１９項、第２０項、第２４項、

第２７項、第３１項から第３５項まで、第３８項、

第３９項、第４３項若しくは第４６項、第１５条

の２第２項、第１５条の３又は第６３条の規定の

適用がある各年度分の都市計画税に限り、第２条

第２項中「又は第３３項」とあるのは、「若しく

は第３３項又は附則第１５条から第１５条の３

まで若しくは第６３条」とする。 

１９ 法附則第１５条第１項、第１０項、第１４項

から第１８項まで、第２０項、第２１項、第２５

項、第２８項、第３２項から第３６項まで、第３

９項、第４０項若しくは第４４項、第１５条の２

第２項、第１５条の３又は第６３条の規定の適用

がある各年度分の都市計画税に限り、第２条第２

項中「又は第３３項」とあるのは、「若しくは第

３３項又は附則第１５条から第１５条の３まで

若しくは第６３条」とする。 

２０ 略 

 

２０ 略 

 


